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(57)【要約】
【課題】サメ肝臓油の魚臭を手軽に簡単に低減する方法。
【解決手段】サメ肝臓から抽出された油を炭酸水素アンモニウム溶液や陰イオン性界面活
性剤を含む炭酸水素アンモニウム溶液で洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる
無機塩の乾燥剤と十分接触させ、この乾燥剤を分離する。または、サメ肝臓から抽出され
た油を陰イオン性界面活性剤溶液で洗浄し、次に炭酸水素アンモニウム溶液で洗浄し、水
洗し、強酸と強塩基からなる無機塩の乾燥剤と十分接触させ、この乾燥剤を分離する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サメ肝臓油の魚臭を低減する方法において、サメ肝臓油を炭酸水素アンモニウム溶液で
洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の乾燥剤と十分接触させ、この乾
燥剤を分離することを特徴とするサメ肝臓油の処理方法。
【請求項２】
　サメ肝臓の油の魚臭を低減する方法において、サメ肝臓油を陰イオン性界面活性剤を含
む炭酸水素アンモニウム溶液で洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の
乾燥剤と十分接触させ、この乾燥剤を分離することを特徴とするサメ肝臓油の処理方法。
【請求項３】
　サメ肝臓の油の魚臭を低減する方法において、サメ肝臓油を陰イオン性界面活性剤にて
洗浄後、炭酸水素アンモニウム溶液で洗浄、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の
乾燥剤と十分接触させ、この乾燥剤を分離することを特徴とするサメ肝臓油の処理方法。
【請求項４】
　請求項１～３において、炭酸水素アンモニウムの濃度が１０重量％以上であることを特
徴とするサメ肝臓油の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サメの肝臓由来の魚油に特有な魚臭を低減する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
サメの肝臓に含まれている魚油は、スクワレンや、ビタミンＡに代表される各ビタミン、
近年注目されているドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）やエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）な
どの多価不飽和脂肪酸など、さまざまな生理作用を示す物質を多く含んでおり、昔から非
常に重宝されてきた。サメの肝臓は、個体が大きく、油含有量が非常に多いため、魚油を
得るには非常に有利な原料である。
【０００３】
魚油を抽出する方法はいろいろあるが、サメ肝臓の場合は、伝統的に、肝臓を焙煎する煎
取法や肝臓を酵素やアルカリ溶液で煮熟する煮取法なども行われてきた。通常、抽出され
た魚油は、脱ガム、脱酸、脱色、脱臭の順に精製が行われるが、サメの肝臓の場合は、脱
ガムなどの工程が省略されることもある。しかし、脱臭は必須工程であり、サメ肝臓の魚
油の場合は避けては通れないものである。いわゆる「魚の生臭さ」である魚臭の原因物質
は、揮発性アミン類などであり、一般に、この魚臭を除去するための脱臭方法として、魚
油を高真空下で１８０℃以上に熱し、水蒸気を長時間吹き込んでいる（非特許文献１）。
また、魚油に酸素含有の気体を通してから減圧水蒸気蒸留する方法（特許文献１）や魚油
を減圧下で合成吸着剤やイオン交換樹脂などと接触させる方法（特許文献２）、魚油を多
孔性樹脂で処理した後に、水蒸気蒸留する方法（特許文献３）、穏和条件下で減圧水蒸気
蒸留した後に、シリカゲルやケイ酸などの吸着剤を通す方法などがある（特許文献４）。
いずれの方法も減圧水蒸気蒸留により脱臭を行っている。　
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「魚臭・畜肉臭－においの化学とマスキング」、太田静行編、恒星社厚
生閣社発行、昭和５６年、Ｐ１０２～Ｐ１１１
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－６０１７７号　公報
【特許文献２】特開平８－３０２３８２号　公報
【特許文献３】特開平５－３３１４８７号　公報
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【特許文献４】特開平２－１６１９５号　公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
これらの脱臭方法は、減圧下で水蒸気を吹き込むため、高額な専用の設備を必要とする欠
点があり、簡単に手軽に行うことはできなかった。また、１８０℃以上に加熱するため、
魚油が酸化や分解、変性するおそれがあることや、加熱や水蒸気発生のエネルギ－コスト
がかかる欠点があった。
【０００７】
本発明は、簡単、かつ手軽にサメ肝臓の魚油の魚臭を低減する方法を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、上記の課題を解決する方法を見出し、本発明を完成
した。
【０００９】
本発明におけるサメ肝臓の魚油の魚臭を低減する方法は、サメ肝臓から抽出された油を炭
酸水素アンモニウム溶液で洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の乾燥
剤と十分接触させ、この乾燥剤を分離することである。　　　　
【００１０】
　別の一つの方法は、サメの肝臓の魚油を、陰イオン性界面活性剤を含む炭酸水素アンモ
ニウム溶液で洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の乾燥剤と十分接触
させ、この乾燥剤を分離することである。
【００１１】
また一つの方法は、サメ肝臓の魚油を陰イオン性界面活性剤にて洗浄し、次に炭酸水素ア
ンモニウム溶液で洗浄した後、水洗し、次に強酸と強塩基からなる無機塩の乾燥剤と十分
接触させ、この乾燥剤を分離することである。
【００１２】
　そしてこれらで使用する炭酸水素アンモニウム溶液は、１０重量％以上であることが好
ましい。
【００１３】
　上記の課題解決による作用は、炭酸水素アンモニウム溶液による洗浄や強酸と強塩基か
らなる無機塩の乾燥剤により魚油中の魚臭の原因物質である揮発性アミン類などが除去さ
れるためと思われる。
【発明の効果】
【００１４】
上述したように、本発明の魚臭を低減する方法は、減圧操作のための特別な装置を必要と
せず、また、水蒸気を吹き込むことや加熱する必要もないので、非常に経済的な方法であ
り、また、サメ1匹分など少量の肝臓にも対応可能な製造法である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明についてその好ましい様態をあげ、より具体的に述べる。
【００１６】
　本発明のサメはその種類を問わず、ネズミザメ（モウカサメ）、ネコザメ、トラザメ、
シュモクザメ、シロザメ、アブラツノザメ、ホシサメ、ドチザメ、ヨシキリザメ、アオザ
メなどがあげられる。
【００１７】
　サメ肝臓から魚油の抽出法には、蒸煮法や圧搾法、煎取法などがある。脱臭だけするな
ら、精製せず本発明による脱臭方法を行ってもよい。
【００１８】
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　また、本発明の魚臭を低減する方法を行う前にサメ肝臓の魚油を常法により精製しても
よい。精製法としては、水や酸の使用による脱ガム工程や水酸化ナトリウムによる脱酸、
活性白土による脱色などがある。
【００１９】
　魚臭の低減方法は、最初に炭酸水素アンモニウム溶液で魚油を洗浄することである。炭
酸水素アンモニウムは、別名重炭酸アンモニウムともいう。また炭酸水素アンモニウム溶
液を用いた洗浄は、魚油の数倍容量の炭酸水素アンモニウム溶液量で、複数回行う。洗浄
は、魚油を炭酸水素アンモニウム溶液と十分に混合しなければならない。炭酸水素アンモ
ニウムの洗浄後は、魚油を水洗するが、洗浄液の炭酸水素アンモニウム由来のアンモニア
臭がなくなるまで水洗する。
【００２０】
　別な一つの魚臭の低減方法は、最初に陰イオン性界面活性剤を含む炭酸水素アンモニウ
ム溶液で魚油を洗浄することであるが、陰イオン性界面活性剤としては、ドデシル硫酸ナ
トリウムやアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどがある。溶液量は、魚油の数倍容
量以上の炭酸水素アンモニウム溶液量で、複数回洗浄する。洗浄は、魚油を炭酸水素アン
モニウム溶液と十分に混合しなければならない。炭酸水素アンモニウムの洗浄後は、魚油
を水洗するが、洗浄液の炭酸水素アンモニウム由来のアンモニア臭がなくなるまで水洗す
る。
【００２１】
また別な一つの魚臭の低減方法は、最初に陰イオン性界面活性剤を含む水溶液で魚油を洗
浄することであるが、陰イオン性界面活性剤としては、ドデシル硫酸ナトリウムやアルキ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどがある。次に魚油の数倍容量の炭酸水素アンモニウ
ム溶液で魚油を洗浄し、洗浄液の炭酸水素アンモニウム由来のアンモニア臭がなくなるま
で水洗する。
【００２２】
上記のように魚油を炭酸水素アンモニウム溶液等で洗浄した後、この魚油に強酸と強塩基
からなる無機塩の乾燥剤と十分接触させる。この乾燥剤は、水を吸着する物質であり、化
学で通常用いられているものである。乾燥剤としては、塩化カルシウム、塩化マグネシウ
ム、硫酸カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、塩化ナトリウムなどがあり、
無水物が好ましい。
【００２３】
この乾燥剤の量は、魚油に含まれている水分の量にも異なるが、魚油の量の数重量％以上
が好ましい。乾燥剤と接触させる前に、魚油を遠心分離し、含まれている水を除去してか
ら乾燥剤を加えてもよい。
【００２４】
最後に、ろ過や遠心分離にて、魚油からこの乾燥剤を除去すると、魚臭が低減された魚油
が得られ、完成である。
【００２５】
　以下に実施例を示して本発明を具体的に説明するが、これは単に例示の目的で述べるも
のであり、本発明はこれらの実施例に限定されるものでない。
【実施例１】
【００２６】
　魚油の抽出：ガラスビ－カ－に、冷凍保存していたアブラツノザメの肝臓２８０ｇに０
．１Ｍの水酸化ナトリウム溶液２８０ｍＬを加え、６５℃の湯浴上で１時間アルカリ消化
を行った。冷却後、ガ－ゼとろ紙でろ過し、中性になるまで水洗し、１４２ｇの魚油を得
た。魚臭の脱臭は以下の方法で行った。
【００２７】
　（１）５重量％炭酸水素アンモニウム：ガラス分液ロ－トに前記で得られた魚油２０ｍ
Ｌを入れた。これに５重量％炭酸水素アンモニウム（和光純薬工業社）溶液１００ｍLを
加え、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去し
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た。分液ロ－トの魚油に新たに５重量％炭酸水素アンモニウム溶液１００ｍLを加え、同
様の操作を行った。この操作をもう一度繰り返した。次に魚油に水を５ｍＬ加え、十分混
合した。上層に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った
。
【００２８】
　（２）１０重量％炭酸水素アンモニウム：ガラス分液ロ－トに前記で得られた魚油２０
ｍＬを入れた。これに１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液１００ｍLを加え、十分混合
した。上層に魚油が分離され、下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去した。分液ロ－ト
の魚油に新たに１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液１００ｍLを加え、同様の操作を行
った。この操作をもう一度繰り返した。次に魚油に水を５ｍＬ加え、十分混合した。上層
に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００２９】
　（３）１０重量％炭酸アンモニウム：ガラス分液ロ－トに前記で得られた魚油２０ｍＬ
を入れた。これに１０重量％炭酸アンモニウム（和光純薬工業社）溶液１００ｍLを加え
、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の炭酸アンモニウム溶液を除去した。分液
ロ－トの魚油に新たに１０重量％炭酸アンモニウム溶液１００ｍLを加え、同様の操作を
行った。この操作をもう一度行った。次に魚油に水を５ｍＬ加え、十分混合した。上層に
魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００３０】
　（４）陰イオン界面活性剤含む１０重量％炭酸水素アンモニウム：ガラス分液ロ－トに
前記で得られた魚油２０ｍＬを入れた。これに０．１重量％の陰イオン界面活性剤である
ドデシル硫酸ナトリウム（和光純薬工業社）を含む１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液
１００ｍLを加え、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の炭酸水素アンモニウム
溶液を除去した。分液ロ－トの魚油に新たに同溶液１００ｍLを加え、同様の操作を行っ
た。この操作をもう一度繰り返した。次に魚油に水を５ｍＬ加え、十分混合した。上層に
魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００３１】
　上記（１）～（４）で得られた魚油をそれぞれ遠沈管に移し、塩化カルシウム無水物（
和光純薬工業社）２ｇを加え、十分混合し、１５分間放置した。遠心分離機（ＣＴ　６Ｄ
、日立工機社）にて３，５００回転、１０分間分離した。塩化カルシウムが沈殿し、上層
に透明な魚油が得られ、この魚油を集めた。　
【００３２】
　魚臭の強さは、（３）１０重量％炭酸アンモニウム＞（１）５重量％炭酸水素アンモニ
ウム＞（２）１０重量％炭酸水素アンモニウム＞（４）陰イオン界面活性剤含む１０重量
％炭酸水素アンモニウム、の順であり、（４）の魚臭は微かであった。また、（１）も魚
臭は感じられたが、脱臭操作前に比較すると相当低減された。
【実施例２】
【００３３】
　魚油の抽出は、実施例１に記載した方法で行った。魚臭の脱臭は、以下の方法で行った
。ガラス分液ロ－トに魚油４０ｍＬを入れた。これに０．０５重量％の陰イオン界面活性
剤であるドデシル硫酸ナトリウム（和光純薬工業社）を含む１０重量％炭酸水素アンモニ
ウム（和光純薬工業社）溶液２００ｍLを加え、十分混合した。上層に魚油が分離され、
下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去した。分液ロ－トの魚油に新たにドデシル硫酸ナ
トリウムを含む１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液２００ｍLを加え、同様の操作を行
った。この操作をもう一度繰り返した。次に魚油に水を１０ｍＬ加え、十分混合した。上
層に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００３４】
　この魚油を遠沈管に移し、遠心分離機（ＣＴ　６Ｄ、日立工機社）にて３，５００回転
、１０分間分離した。下層に水が分離され、上層の魚油を集めた。この魚油に硫酸ナトリ
ウム（和光純薬工業社）３ｇを加え、十分混合し、１５分間放置した。遠心分離機（ＣＴ
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　６Ｄ、日立工機社）にて３，５００回転、１０分間分離した。硫酸ナトリウムが沈殿し
、上層に透明な魚油が得られ、この魚油を集めた。　
【００３５】
　得られた魚油の魚臭は微かであり、脱臭操作前の魚油に比較すると相当低減された。　
【実施例３】
【００３６】
　魚油の抽出は、実施例１に記載した方法で行った。脱臭方法は、以下の方法で行った。
ガラス分液ロ－トに魚油４０ｍＬを入れた。これに０．２重量％の陰イオン界面活性剤で
あるドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム（和光純薬工業社）を含む１０重量％炭酸水
素アンモニウム（和光純薬工業社）溶液２００ｍLを加え、十分混合した。上層に魚油が
分離され、下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去した。分液ロ－トの魚油に新たにドデ
シルベンゼンスルホン酸ナトリウムを含む１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液２００ｍ
Lを加え、同様の操作を行った。この操作をもう一度繰り返した。次に魚油に水を１０ｍ
Ｌ加え、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回
繰り返し行った。
【００３７】
　この魚油を遠沈管に移し、硫酸カルシウム無水物（和光純薬工業社）４ｇを加え、十分
混合し、１５分間放置した。遠心分離機（ＣＴ　６Ｄ、日立工機社）にて３，５００回転
、１０分間分離した。硫酸カルシウムが沈殿し、上層に透明な魚油が得られ、この魚油を
集めた。　
【００３８】
　得られた魚油の魚臭は微かであり、脱臭操作前の魚油に比較すると相当低減された。
【実施例４】
【００３９】
　魚油の抽出は、実施例１に記載した方法で行った。
【００４０】
　脱臭方法（１）：ガラス分液ロ－トに魚油４０ｍＬを入れた。これに０．２重量％の陰
イオン界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム（和光純薬工業社）溶液４０ｍLを加え
、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の水溶液を除去した。同様の操作を計３回
行った。
【００４１】
　この魚油に１０重量％炭酸水素アンモニウム（和光純薬工業社）溶液２００ｍLを加え
、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去した。
同様の操作を計３回行った。次に、魚油に水を１０ｍＬ加え、十分混合した。上層に魚油
が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００４２】
　脱臭方法（２）：ガラス分液ロ－トに魚油４０ｍＬを入れた。これに１０重量％炭酸水
素アンモニウム（和光純薬工業社）溶液２００ｍLを加え、十分混合した。上層に魚油が
分離され、下層の炭酸水素アンモニウム溶液を除去した。同様の操作を計３回行った。
【００４３】
　この魚油に０．２重量％の陰イオン界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム（和光純
薬工業社）溶液４０ｍLを加え、十分混合した。上層に魚油が分離され、下層の水溶液を
除去した。同様の操作を計３回行った。次に、魚油に水を１０ｍＬ加え、十分混合した。
上層に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行った。
【００４４】
　上記（１）と（２）で得られた魚油をそれぞれ遠沈管に移し、硫酸マグネシウム無水物
（和光純薬工業社）３ｇを加え、十分混合し、１５分間放置した。遠心分離機（ＣＴ　６
Ｄ、日立工機社）にて３，５００回転、１０分間分離した。硫酸マグネシウムが沈殿し、
上層に透明な魚油が得られ、この魚油を集めた。　
【００４５】
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　結果、（１）の魚臭は微かであり、脱臭操作前の魚油に比較すると相当低減された。し
かし、（２）は（１）よりも魚臭が強かった。
【実施例５】
【００４６】
　魚油の抽出は、実施例１に記載した方法で行った。脱臭方法は、以下の方法で行った。
ガラス分液ロ－トに魚油４０ｍＬを入れた。これに０．２重量％の陰イオン界面活性剤で
あるドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム（和光純薬工業社）溶液４０ｍLを加え、十
分混合した。上層に魚油が分離され、下層の水溶液を除去した。同様の操作を計３回行っ
た。この魚油に１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液２００ｍLを加え、十分混合した。
上層に魚油が分離され、下層の炭酸水素アンモニウム（和光純薬工業社）溶液を除去した
。分液ロ－トの魚油に新たな１０重量％炭酸水素アンモニウム溶液２００ｍLを加え、同
様の操作を行った。この操作をもう一度繰り返した。次に、魚油に水を１０ｍＬ加え、十
分混合した。上層に魚油が分離され、下層の水を除去した。この操作を計６回繰り返し行
った。
【００４７】
　この魚油を遠沈管に移し、塩化マグネシウム無水物（和光純薬工業社）４ｇを加え、十
分混合し、１５分間放置した。遠心分離機（ＣＴ　６Ｄ、日立工機社）にて３，５００回
転、１０分間分離した。塩化マグネシウムが沈殿し、上層に透明な魚油が得られ、この魚
油を集めた。　
【００４８】
　得られた魚油の魚臭は、微かであり、脱臭操作前の魚油に比較すると相当低減された。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、魚臭が低減されているので、サメ肝臓油を原料として使用する食品や化粧品
、日用品などに適用できる。
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